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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年５月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年８月１３日 １９時２０分ごろ 

発生場所 広島県廿日市
は つ かい ち

市厳
いつく

島西方沖の亀瀬 

 亀石灯標から真方位２８２°１４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１７.６６′ 東経１３２°１７.６３′） 

事故調査の経過  平成２６年８月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 旭
あさひ

丸、５トン未満 

 ２７０－３７２７３広島、個人所有 

 ５.１９ｍ（Lr）×１.９９ｍ×０.７３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３６.７８kＷ、平成４年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成３年１２月５日 

  免許証交付日 平成２３年７月２２日 

         （平成２８年１２月４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 右舷側中央部船底外板に破口を伴う擦過傷、プロペラ翼に曲損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、船首約０.２

５ｍ、船尾約０.３０ｍの喫水により、平成２６年８月１３日１９時

１０分ごろ、廿日市市梅原漁港を出発し、対岸の厳島で行われる予定

の花火大会見物に向かった。 

 船長は、操舵スタンドの右後方で立って操船に当たり、手動操舵

で、前路の亀石灯標を船首目標として厳島西方の大野瀬戸を北東進

中、後方から接近してくる他船を認めたので、これを避けようとして

左転したところ、１９時２０分ごろ、亀瀬に乗り揚げた。 

 船長は、直ちに機関を停止して、同乗者の負傷の有無と船体の点検

を行い、自力航行が困難と判断し、携帯電話で海上保安庁に救助を要

請した。 

 本船は、来援した巡視艇によって梅原漁港へえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 
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 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

日没時刻：１９時０１分ごろ 

 その他の事項  亀瀬は、大野瀬戸中央部に存在する東西方向の長さが約２００ｍの

暗岩が点在する浅所で、東端に亀石灯標が設置されていた。 

 本船には、レーダーはなく、ＧＰＳプロッターは休止中だった。 

 船長は、本事故発生場所付近を日中に航行した経験があり、亀石灯

標の西側に亀瀬があることを知っていたが、本船が通過できる程度の

水深があると思っていた。 

 本事故当時、船長及び同乗者はいずれも救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、厳島西方沖を北東進中、船長が、後方から接近する他船を

避けようとする際、亀瀬が存在することを知っていたものの、本船が

通過できる程度の水深があるものと思い、亀瀬に向けて左転したこと

から、亀瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、亀瀬付近を航行した経験があったことから、本船が通過で

きる程度の水深があると思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、日没後の薄明時、本船が、厳島西方沖を北東進中、船長

が、後方から接近する他船を避けようとする際、亀瀬が存在すること

を知っていたものの、本船が通過できる程度の水深があるものと思

い、亀瀬に向けて左転したため、亀瀬に乗り揚げたことにより発生し

たものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・事前に航行経路の水路事情を海図等で調べておくこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


